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市　側 相 手 方

1

広域避難における避難所
としての施設の使用に関
する協定書

R6.3.29 市長 高知市長 いの町長 H29.5.9付け「中央圏域における広域避難に関する協定
書」に基づく中央圏域広域避難計画を推進するため，市
町村域を越えた広域的な避難に対応する避難所に関し
て，協定を締結したもの。

防災政策
課

2

広域避難における避難所
としての施設の使用に関
する協定書

R6.3.29 市長 高知市長 いの町長 仁淀川の水位上昇等によりいの町域内に浸水等の被害が
発生又は発生するおそれがある場合において、市町村域
を越えた広域的な避難に対応する避難所に関して、協定
を締結したもの。

防災政策
課

3

災害時における機材の提
供に関する協定書

R5.10.5 市長 高知市長 (株)ユニ
オンアル
ファ 代表
取締役

災害時又は災害の発生のおそれがある場合に，(株)ユニ
オンアルファの保有する機材の提供に関し，協定を締結
したもの。

防災政策
課

4
災害時における物資の供
給に関する協定

R5.10.6 市長 高知市長 (株)大屋
代表取締
役社長

災害時又は災害の発生のおそれがある場合に，食料，飲
料水及び生活必需品等の供給に関し，協定を締結したも
の。

防災政策
課

5

大規模災害時における交
通誘導警備業務に関する
協定書

R6.3.6 市長 高知市長 (一社)高
知県警備
業協会
会長

災害時又は災害の発生のおそれがある場合に，本市が指
定する物資配送拠点及び災害廃棄物の仮置場周辺におけ
る交通誘導警備業務の実施に関し，協定を締結したも
の。

防災政策
課

6

大規模災害時における避
難所としての施設の使用
に関する協定書

R5.4.1 防災対
策部長

高知市長 高知県知
事

高知市内において豪雨，洪水，地震，津波等により大規
模な被害が発生した場合に，相手方が所有する施設（旧
高知南中学・高等学校）を避難所として使用することに
関し，大規模災害時における避難所としての施設の使用
に関する協定書を締結したもの。

防災政策
課

7

大規模災害時における避
難所としての施設の使用
に関する協定の一部変更
協定書

R5.7.4 防災対
策部長

高知市長 高知県知
事

高知市内において豪雨，洪水，地震，津波等により大規
模な被害が発生した場合に，相手方が所有する施設（旧
高知南中学・高等学校）を避難所として使用することに
関し，R5.4.1付けで締結した大規模災害時における避難
所としての施設の使用に関する協定書の一部を変更する
もの。

防災政策
課
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8

大規模災害時における避
難所としての施設の使用
に関する協定の一部変更
協定書

R6.4.30 防災対
策部長

高知市長 高知県知
事

高知市内において豪雨，洪水，地震，津波等により大規
模な被害が発生した場合に，相手方が所有する施設を避
難所（高知県立牧野植物園）として使用することに関
し，H28.3.15付けで締結した大規模災害時における避難
所としての施設の使用に関する協定書の一部を変更する
もの。

防災政策
課

9

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

R5.9.21 防災対
策部長

高知市長 アルファ
ステイツ
高須新町
管理組合
理事長

南海トラフ地震等による津波が発生し，又は発生するお
それがあり，地域住民等が緊急に避難しなければならな
いときに，相手方が所有及び管理する施設（アルファス
テイツ高須新町の一部）を地域住民等の緊急避難施設と
して使用することに関し，津波発生時における緊急避難
場所としての施設の使用等に関する協定書を締結したも
の。

地域防災
推進課

10

避難所備蓄倉庫の設置及
び管理に関する協定書

R6.5.2 防災対
策部長

高知市長 (学)土佐
塾学園
理事長

大規模災害発生時に避難所として使用する際に必要な備
蓄資機材の充足を図るため，避難所備蓄倉庫を土佐塾中
学・高等学校へ設置した。その際に，避難所備蓄倉庫の
設置及び管理などに関する必要事項を定める協定書を交
わしたもの。

地域防災
推進課

11

津波発生時における緊急
避難場所としての施設の
使用等に関する協定書

R6.5.30 防災対
策部長

高知市長 ビ・ウェ
ルフレッ
クス弥右
衛門管理
組合
理事長

南海トラフ地震等による津波が発生し，又は発生するお
それがあり，地域住民等が緊急に避難しなければならな
いときに，相手方が所有及び管理する施設（ビ・ウェル
フレックス弥右衛門の一部）を地域住民等の緊急避難施
設として使用することに関し，津波発生時における緊急
避難場所としての施設の使用等に関する協定書を締結し
たもの。

地域防災
推進課

12

津波発生時における緊急
避難場所としての使用に
関する協定書

H23.12.5 防災対
策部長

高知市長 高知県教
育委員会
教育長

南海トラフ地震等による津波が発生し，又は発生するお
それがあり，地域住民等が緊急に避難しなければならな
いときに，相手方が所有及び管理する施設（高知北高等
学校の一部）を地域住民等の緊急避難施設として使用す
ることに関し，津波発生時における緊急避難場所として
の施設の使用等に関する協定書を締結したもの。

地域防災
推進課


